
20周年企画『まんが医療過誤～するな！泣き寝入り』

寺町東子（医療問題弁護団、弁護士）　

1997 年秋、医療問題弁護団の 20 周年企画で『まんが医療過誤～するな！泣き寝入り』を上梓
した。当時は医療集中部もなく、医療過誤事件を本格的に争えば 10 年かかると言われる時代だ
った。それまでの医療問題弁護団は、いかに医療過誤事件に勝訴するか、という観点で、研修、
実践交流を積み重ねてきていた。しかし、我々がどんなに弁護技術を磨いても、我々のところに
たどり着く前に泣き寝入りしている被害者を放置したままでは、医療事故に光をあて、医療事故
の予防に繋げ、被害を救済している、と胸を張れないのではないか、泣き寝入りしている被害者
に我々の存在を知ってもらうことが必要ではないか、という議論を経て、一般市民に医療問題弁
護団の存在を知らしめるツールとしてまんがを作った。
まんがを作るにあたって、もっとも苦労したのは、読み物としての面白さと、現実に医療過誤
事件を闘うときの地味な努力・苦労を盛り込むバランスだった。当初、弁護士が作った原作シナ
リオは、カルテを読み込む、文献を調査して読み込む、協力医に当たる、という作業が螺旋階段
のように全面に出ており、読み物としては面白味に欠けた。編集者とのせめぎ合いの結果が、医
大図書館に通い、文献に突っ伏して眠り込む主人公のカットに、凝縮している。

『まんが医療過誤～するな ! 泣き寝入り』(1997 年、日本評論社、24～ 25 ページ )
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団員 200人時代をむかえた現在の団員研修の現状

細川大輔（医療問題弁護団、弁護士）

現在、医療問題弁護団は団員数が 200 人を超え、毎年多数の新入団員が加入することから、団
員研修の重要性はますます高くなっている。医弁の研修体制の柱は、新人～若手を対象とした基
礎研修だ。これは、ベテラン・中堅の団員が、医療事件処理の基本を講義するもので、これから
医療事件に取り組もうとする団員にとっては、必須の研修会だ。また、全ての団員を対象とした
研修会として、医師による医学研修や、外部講師（弁護士、医療事故被害者等）を招いての講演
会を開催している。この他、準備書面の起案講評会や、実際の事件記録を題材として医師役の弁
護士を相手に反対尋問を行う模擬尋問など実践に即した研修会も適宜行っている。さらに毎月、
解決事件報告会を開き、事件解決のノウハウを団員全員の共有財産とすることを目指している。
講師の先生方のご尽力により、いずれの研修会も大変充実した内容となっており、毎回多数の団
員が参加している。今後も研修班では、団員の専門性を高めるべく、役立つ研修を企画していき
たいと考えている。
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医療問題弁護団における近年の政策提言活動

木下正一郎（医療問題弁護団、弁護士）

医療問題弁護団（以下、医弁）は、結成以来、被害者の救済とともに医療事故の再発防止を目
的に掲げ、創立初期から医療政策・体制の問題点を指摘する等の提言活動を行ってきた。
21 世紀に入り医療安全体制の法的整備が進められる中、医弁では、2004 年度、医療安全に向
けた公共政策を実施させるための政策提言活動を継続的かつ組織的に行うことを目的に、政策班
を組織した。政策班の活動は、その後、医療安全に関わる弁護士を支援する活動にも拡大してい
った。
具体的には、事故情報を迅速かつ透明性をもって患者・家族及び医療機関が把握できるよう
に、①司法解剖結果の開示、②医療事故発生時における診療記録等の開示、③術中ビデオ撮影、
④医療事故発生後における説明会開催に関する意見書・要望書を関係各所に提出した。また、医
療事故の再発防止及び被害救済の観点から求められる医療事故調査体制の在り方についても、意
見書及び自己評価基準を作成した。さらに、医療安全管理研修の講師として招聘された団員が活
用できるよう、医療安全研修シラバスの作成も行った。
意見書・要望書は、医弁ホームページのプレスリリースを参照されたい。
現在、診療行為に関連した死亡に係る死因究明の制度及び産科医療補償制度の構築に向けた議
論が政策課題として進行しているが、これらの制度が適切に構築・運営されるための政策提言を
検討中である。また、今後はすでに行った政策提言のフォローアップも必要と考えている。さら
に、医弁 30 周年の節目の 2007 年度総会において、団員が対外的活動に積極的に参加するという
方針が確認されたが、医療の現場での医療安全のための活動を促進すべく、このような活動を経
験した団員の意見交換会などを実施し、医療の現場で団員が医療安全のためにどのような活動を
することができるか、すべきか、その在り方を検討していく予定である。
これらの具体的活動を通して被害救済及び医療事故の再発防止を図っていくことが、政策班の
活動だ。訴訟活動のみならずこのような政策班の活動に多くの団員が関心をもたれることを願っ
ている。
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年 医　弁 その他

1976 5月 7日：医療過誤研究会発足

1977

5
5

6

6

7
9

10
11

月
月

月

月

月
月

月
月

15

5

20

3

13

日

日

日

日

日

：
：

：

：
～
：

：
：

相談窓口開設
読売新聞の特集記事で「医療ミス告発に“援軍”」
との記事が取り上げられ、全国から問い合わせ
の電話が殺到する。
第 1回統一相談会実施（相談 35 件、1978.5.27
まで 4回実施、計 99 件）
医療過誤弁護団（仮称）準備会（暫定事務局）
発足
医弁ニュース発行開始
4日：清里高原合宿
東京医療問題弁護団正式発足（以後、総会を年
1回開催）
被害者交流会の実施
新日本医師協会との協力関係形成

10月 ：「医療事故相談センター開設」

1978
5
12
月
月
15日：

：
原告交流会の実施
第１回医療問題研究討論集会（『医療に巣くう
病根』の発行につながる）

1979

8

11

月

月

20

11

日

日

：

：

『医療に巣くう病根　真に国民のための医療を
求めて』発行
第 1回全国交流会開催（名古屋）以後、毎年 1
回開催される全国交流集会に参加

1980
5
11

12

月
月

月

10
7

10

日
日

日

：
～

：

東京弁護士会・医療問題部が発刊した『医療過
誤訴訟の手引』作成に団員関与
各班持ち回りによる定例法律相談会開始
8日：人権大会シンポ実行委に 3名の団員が参
加
日本婦人会議医療 110 番との統一相談実施
（1981 年 2月 28 日まで 3回開催）

9
11
月
月

：
：
富士見産婦人科病院事件発覚
日弁連昭和 55 年人権擁護大会（シ
ンポジウム「医療と人権」、大会宣
言「健康権」）

1981
3月 7日：世田谷医療学習開催（7つの病院の看護師、理

学療法士、事務職、保母、検査技師などとの協
力体制確立）

1982
12月 ：患者の権利宣言とケース分析委員会による検討

開始（1984 年まで被害者に対するアンケート、
患者の権利についての研究を実施）

1984

5

10

12

月

月

月

19

14

9

日

日

日

：

：

：

東京医療問題弁護団６班が独立し、埼玉医療問
題弁護団創立
「患者の権利宣言案」発表（患者の権利宣言全
国起草委員会）
患者の権利宣言全国大会

宇都宮病院事件発覚

資　料

医療問題弁護団　30年の活動年表
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年 医　弁 その他
1987 11月 ：一時低迷していた研究会活動を再開 10月31日： 医療事故情報センター設立準備会発足

1988

1

5
7

月

月
月

：

：
：

研究会「血友病患者のエイズ罹患と国・製薬会
社・医師の責任（第 1回）」
＊連続 3 回実施し、後の「血友病 HIV 感染被
害者弁護団準備会」の発足につながる
『医療事故と患者の権利』出版（エイデル研究所）
「血友病HIV 感染被害者弁護団準備会」発足

1989

4月 ：「特集 医療と人権」（法と民主主義 4月号特集）
の編集に関与

薬害エイズ訴訟弁護団結成（団員が
多数参加）
→   5 月   8 日：大阪地裁に提訴
→ 10 月 27 日：東京地裁に提訴

1990 12月 1日： 医療事故情報センター発足総会

1991

7

10

11

月

月

月

31

19

30

日

日

日

：

：

：

若手医師の会との協力関係形成
シンポジウム「患者の権利運動と法律家の役割」
（講師=ジョージ・アナス）
全国一斉医療事故 110番開始（以後 2年に 1回
開催）
一斉面談相談実施（38 件）

10
10
月
月
6
20
日
日
：
：
「患者の権利法をつくる会」設立
「医療過誤原告の会」設立

1992

7

11

月

月

15日 ～

：

25日：トロント 92視察団（患者の権利法を作る
会主催で第三回保健法及び倫理に関する国際会議
視察）
全国保険医新聞のコラム「医療裁判最前線」執
筆開始（団員 7名）

1994
5月14日：『医療事件取扱マニュアル』出版 3月 ： WHO患者の権利に関するヨーロッ

パ会議「ヨーロッパにおける患者の
権利の促進に関する宣言」

1995 10月 ：滝口基金の創設

1996
3月29日： 薬害エイズ訴訟、東京地裁・大阪地

裁で和解成立

1997
2月17日：『まんが医療過誤～するな！泣き寝入り』出版

( 日本評論社 )
6
8
月
月
8日：
：
「薬害オンブズパースン会議」設立
「医療事故市民オンブズマン・メディ
オ」設立

1999

5

6

7

月

月

月

24

25

11

日

日

日

：

：

～

都立病院問題研究会発足
厚生大臣へ「診療記録開示の法制化を求める要
望書」提出
厚生省・医療審議会へ「診療記録開示法制化先
送りに対する意見書」提出
19 日：カリフォルニア州医療訴訟事情視察

1

2
6

月

月
月

11

11

日

日

：

：
：

横浜市立大学病院患者取り違え手術
事件
都立広尾病院事件
患者の権利オンブズマン設立

2000

4

8

8

11

月

月

月

月

28

4

9

日

日

日

：

：

：

：

司法制度改革審議会へ「専門参審に反対する意
見書」提出
司法制度改革審議会へ「敗訴者負担制度適用に
反対する意見書」（医弁・医療事故研究会）提出
都知事・都衛生局長へ「東京都の医療事故政策
に対する意見書」（医弁・医療事故研究会）提出
薬害肝炎研究会発足

10月 7日： 埼玉医大抗癌剤過剰投与事件（後に
団員が関与し 2001 年 5月に提訴）
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年 医　弁 その他

2001

10

10
12

月

月
月
5
20
日
日

：

：
：

法務省へ「内部文書」提示拒否改善の申入書を提
出 ( これを受けて、通達により、2001 年 12 月か
ら国立病院における病棟日誌、勤務表、医師当番
表、患者台帳などにつき「内部文書」を理由とす
る提示拒否はしない扱いとなる )
学陽書房『医療事故の法律相談』出版
医療事故と異状死体届出義務について意見発表

4月 ： 東京地裁、大阪地裁に医療集中部発足

2002

3
8
12

月
月
月

1
2
日
日
：
：
：

専門委員制度導入に反対する意見書発表
歯科アトピー事件提訴 ( 団員関与）
「Dr．News.station」及び「ドクターズマガジン」
に医療過誤判例集掲載開始

10

12

月

月15日

：

：

：

薬害肝炎訴訟、東京地裁・大阪地裁
提訴
医療法施行規則改正（医療安全管理
体制整備の義務づけ）
「患者の権利オンブズマン東京」設立

2003

2
4
4

5
6
7

8

月
月
月

月
月
月

月

21
15
24

2
20
17

27

日
日
日

日
日
日

日

：
：
：

：
：
：

：

医療事故報告制度に関する意見書発表
最高裁医事関係訴訟委員会への意見書発表
木村副大臣解任の要望書発表
カルテ開示法制化などに関する意見書発表
民訴法改正に関する意見書発表
公務員専門家の司法関与に関する意見書発表
診療情報等提供に関する厚労省指針へのパブ
リックコメント発表
敗訴者負担制度導入に関する意見書発表

4

9

月

月

：

：

医療法施行規則改正（特定機能病院
等の管理者に対する医療安全体制の
確保および事故等報告書作成を義務
づけ）
厚生労働省「診療情報の提供等に関
する指針」

2004

6
12
月
月10日

：
：
政策班・研修班・研究班の設置
東京医科大学病院心臓手術事件証拠保全（団員
関与）

4

10

12

月

月

月

：

：

：

新民事訴訟法施行により、計画審理・
専門委員の新設・鑑定人尋問部分の
改正
医療法施行規則改正（特定機能病院、
国立病院、大学附属病院に対する財団
法人日本医療機能評価機構への報告制
度新設）
厚生労働省「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのため
のガイドライン」

2005

1
5

10

月
月

月

25

27

日

日

：
：

：

医療問題弁護団通信復刊
医療事故発生時における診療記録等の開示に関
する意見書発表
医療事故調査の在り方に関する意見書発表
「司法解剖結果の開示」に関する意見書発表
医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法
等のあり方に関する検討会宛てに「産科におけ
る看護師等の業務の意見書」を提出（医療事故
情報センターと連名）

4
9
月
月

：
：
個人情報の保護に関する法律施行
診療行為に関連した死亡の調査分析
モデル事業開始（調査手続きに団員
関与）

2006

2
9

11

月
月

月

23
20

20

日
日

日

：
：

：

「ビデオ撮影」に関する要望書発表
「医療事故発生後における説明会開催について」
に関する意見書発表
「医療事故調査体制の自己評価基準」ご活用の
要望書発表

2月 ： 医師法改正（戒告処分・再教育制度
の導入等）

2007

4

5

月

月

20

1

日

日

：

：

「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり
方に関する課題と検討の方向性」に関する意見
書発表
「患者側弁護士による医療安全研修シラバス」
の発表
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